
第 32回兵庫県医療審議会地域医療対策部会 議事概要 

 

● 日 時： 令和５年 11月 20日(木) 13：00～14：45 
● 場 所： 兵庫県医師会館６階会議室 
● 出席委員： 大村 武久 （兵庫県病院協会長） 

岡林 孝直 （兵庫県医師会副会長） 
國廣 晴美 （兵庫県助産師会長） 
太城 力良 （兵庫医科大学理事長） 
谷勝 公代 （兵庫県連合婦人会副会長） 
都倉 達殊 （兵庫県市長会・高砂市長） 
福田 庸二 （兵庫県国民健康保険団体連合会専務理事） 
眞庭 謙昌 （神戸大学医学部附属病院長） 
秋田 穂束 （兵庫県立丹波医療センター名誉院長） 

石田 達郎 （神戸大学医学部附属地域医療活性化センター長） 
鷲見 宏  （兵庫県保健所長会長） 

 

● 議 事 

 

（１） 高砂市民病院の地域医療支援病院の取扱いについて【資料１】 

【論点】 

高砂市民病院の地域医療支援病院の継続について 

 

【主な意見】 

・令和５年度において、紹介率・逆紹介率、救急搬送、研修実施回数のいずれも基準

達成出来なかった場合は、承認取消しくらいのプレッシャーを与えた方が、病院

も力が入るのではないか。 

・基準未達の場合は、取消しが出来る規定になっているが、取消さなければならな

いということではない。少なくとも１つでも基準がクリアーした場合は、継続し

ていただくというのが良いのかもしれない。 

 

【結論】 

事務局案について継続承認。また、次年度に今年度の実績等を踏まえ、再審議する。 

 

（２） 医師の働き方改革 特定労務管理対象の指定にかかる意見聴取ついて【資料２】 

【論点】 

指定申請があった３医療機関（加古川中央市民病院、関西労災病院、神戸掖済会病

院）について 

 

【主な意見】 

・医療機関によっては長時間労働の必要性が具体的ではなく、どこの病院でもある

ような内容であることが気になるので、960 時間にもう少し収めることはできな

いかなと思ってしまう。 



・時短計画の項目に「兼業・副業の時間把握」とあるが、アルバイトで働くことによ

って、その分病棟の仕事が溜まるなど長時間労働の温床になっている気もする。 

・専門研修であれ、臨床研修であれ、医師の養成課程である研修が働き方改革と矛

盾してもいいというような学会の指針はあまりないと思う。法律だけに基づいて

指定を認めてしまうと、若い医師だけが指定のお墨付きをもらって、長時間労働

することになりかねないので、今一度時間外労働を減らす努力をしてほしい。 

 

【結論】 

・部会のご意見を踏まえて、県で指定の有無を判断し、年度内の医療審議会にて報

告する。 

 

（３） 兵庫県医師確保計画について【資料３】 

【論点】 

・第８次保健医療計画の一部としての改訂案について（計画期間：R6.4～R9.3） 

 

【主な意見】 

・2040 年に向け、働き方改革や偏在是正等、三位一体改革と言っているが、相反す

るところもたくさんある。（医師数に）キャップをかけられても、現実と乖離する

部分が出てくると思うが、国の方針であれば、仕方ない。 

 

【結論】 

・部会でのご意見を踏まえ、最終的に計画をまとめる。 

 

（４） 兵庫県外来医療計画について【資料４】 

【論点】 

・第８次保健医療計画の一部としての改訂案について（計画期間：R6.4～R9.3） 

 

【主な意見】 

・医師会では新規開設者に対して、地域医療への協力を入会者に伝えているが、非

会員には伝える機会がないため、県（保健所）からの働きかけは有効だと考える。

そのため今後は是非、積極的にお願いしたい。 

・医師会の会員が高齢化しているのは分かるが、初期救急医療について、その地域

で完結できる体制作りにご協力いただきたい。地域でウォークインの時間外患者

や救急医療を診るには、医療従事者全体で協力しないと、行政とか病院では対応

出来なくなる。 

・在宅診療に関して、丹波の場合、エリアが広く、30分かけて訪問することがあり、

極めて効率が悪い。どこか病院の側などにサービズ型の高齢者住宅等を作ってい

ただき、そこに訪問するなどした方が、効率が良いのではないかと考える。 

 

【結論】 

・部会でのご意見を踏まえ、最終的に計画をまとめる。 

 



● 報 告 

 

（１） 「臨床研修・専門研修に関する協議会」に関する報告について【資料５】 

【論点】 

・本年９月に実施した診療研修・専門研修等に関する協議会について報告 

 

【主な意見】 

・専門医制度は、医師偏在を是正するうえで、大事な制度だが、兵庫県で臨床研修・

専門研修を受けたにもかかわらず、専門医を取得した後、兵庫県から出て行ってし

まう医師もいる。民間は難しいかもしれないが、少なくとも県立病院のような公的

病院においては、若干差別化する政策があっても良いのではないかと考えている。 

 

（２） 外来機能報告について【資料６】 

【論点】 

・制度概要と今後のスケジュールについて報告 

 

【主な意見】 

・意見なし 

 


